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 学生支援センター 学生支援課 

 

新入生および保証人の皆様へ 

 

 学生支援センター学生支援課は、玉川大学で学修する学生の生活全般をサポートする部署です。課外活動

支援、経済的支援、アルバイトの紹介、学生生活相談等を行っています。 

学生を取り巻く環境は日々変化しており様々な危険と隣合わせです。誰もが事件や事故と直面し、また被

害者や加害者となる危険性があります。そこで学生が身近に起こる可能性の高い問題について、注意点等を

以下にまとめましたので、ご確認ください。 

 

１． SNS (Social Networking Service)等インタ－ネット上への非常識な画像・文章等の掲載について 

   SNS を通じて、インターネット上への非常識な動画や違法行為と認定できる画像の掲載、他人への中傷

や脅迫行為と受け止められる文章の掲載が問題となっています。近年では「悪ふざけ」を SNSに公開し、

アルバイト先での解雇処分や、業務妨害により損害賠償に至るケースにまで及ぶ案件もありました。また、

SNS へ安易に本名等の個人情報を記載し、個人が特定されやすい状況となっているのも事実です。このよ

うなインターネット上への安易な文章や写真の掲載によって、退学処分や就職内定取り消しといった事案

も発生しています。悪ふざけの書き込みなどの不適切な内容は SNS上に掲載をしないことはもとより、不

用意に賛同したり、不要なことを書き込まないことが肝要です。 

 

「SNS利用にあたっての注意点」 

① 一度インターネット上に公開した情報は、取り消すことがほぼできません。 

② 発信した内容によっては退学処分や就職内定取り消し等、発信者自身の将来にも影響する場合があ

ります。 

③ SNS上への個人情報の記載には注意が必要です。 

④ SNSに鍵をかけるなど外部に非公開にしていても、完全に非公開にできるわけではありません。 

 

２．ながら歩きの禁止 

  歩行中にスマートフォンを操作する『歩きスマホ』が社会問題となっています。この他にも様々な「な

がら行為」が挙げられますが、昨今、大学生のながら行為による交通事故など悲しい事故も発生していま

す。このような行為が原因で自分が怪我をする「被害者」となるだけではなく、時として「加害者」とな

りうることもあります。大きな事故を未然に防ぐため、学内では歩きスマホ（通話・ゲーム等操作）や歩

きながらの飲食、イヤホンで音楽を聞きながら移動すること、いわゆる「ながら歩き」を禁止しています。

また、学外においても「ながら歩き」はマナー違反となるため、慎むよう心掛けてください。 

 

３．アルバイトの選定について 

アルバイトは実社会を体験でき、また労働とその対価として賃金を得ることの大変さを学ぶ貴重な機会

でもあります。しかし近年、労働条件や賃金等でのアルバイト先とのトラブルが多く発生しています。ア

ルバイトを開始する前に、契約内容等について確認することが重要です。また、高額な報酬を謳った「闇

バイト（受け子、サクラ、強盗など）※1」の勧誘も増加しています。SNS 等で「高額でノーリスク」と

安全性をアピールするバイトには十分注意してください。（※1 闇バイトは犯罪です） 

本学では、（株）学生情報センターと提携し、学生アルバイト紹介システム「バイトネット」を通して、

アルバイト紹介をしています。ここに掲載されるアルバイトは厳しく審査され、危険な仕事、深夜におよ

ぶ仕事、人体に有害とされる仕事、法令に違反する仕事、教育的に好ましくない仕事等は、紹介していま

せん。アルバイトに興味がある学生はぜひ参考にしてみてください。 

 

 



４．薬物犯罪について  

大麻、危険ドラッグ、覚せい剤等の所持や使用、売買または仲介などの薬物犯罪が深刻な社会問題に発

展しています。特に大麻、危険ドラッグについては、若年層の乱用が目立ちます。特徴としては、薬物事

犯で検挙された者のうち、29歳以下の若年層は、全体の約 50 パーセントを占めています。これらの薬物

犯罪を未然に防ぐには「ちょっとだけなら大丈夫」「1 回だけなら平気」「海外では合法化されている」等

の言葉に惑わされず、学生自身の強い意志で否定することが重要になります。 

   

５．悪徳商法 

  悪徳商法とは、言葉巧みに消費者を勧誘し、不当に高額な商品やサービスを売りつける販売方法（キ 

ャッチセールス、資格取得商法、マルチ商法、モニター商法 等）のことをいいます。 

  勧誘方法も DM、路上での声掛け、家への訪問、メールやインターネットを利用したもの等があり 

ます。さらに、ビットコイン等の電子マネーを謳った詐欺やバイナリーオプション必勝ソフトウェアと謳

った USBメモリを高額で売りつける詐欺まがいの事件なども発生しています。 

また、令和 4 年 4 月 1 日より民法改正により、成年年齢が 18 歳に引き下げられたことから成年となる

18 歳・19 歳をねらってくる場合もあります。契約解除などの事後策も大切ですが、もっとも大事なこと

は、そのような甘い誘いに乗らず、はっきりと断ることが重要です。 

 

６．自転車による事故の多発 

近年、自転車の事故の多発に伴い、平成 27 年には道路交通法が改正され、一定の危険な違反行為に対

し罰則が科せられるようになりました。また、自転車の利用にあたって神奈川県・東京都ともに自転車損

害賠償保険等の加入を義務付ける条例が制定され、より安全な自転車運転が求められています。 

本学においても自転車通学をする際には、5,000 万円以上を補償する賠償保険に加入していることを条

件とし、登録が必要になります。自転車通学を希望する場合には入学後、賠償保険加入証明書類（コピー）

を持参のうえ、学生支援課窓口で手続きをしてください。  

 

７．車両通学の禁止について 

本学では、「交通事故の未然防止」「周辺地域住民の生活環境の保全」の理由から校内への乗り入れの有

無にかかわらず、学生の自動車・オートバイ（原付含む）による通学は禁止です。なお、送迎（保護者・

タクシー等による乗り入れを含む）、学外の研修行事や課外活動に参加する場合、授業以外で大学に来る

場合も車両使用は全面的に禁止しています（休暇中含む）。ただし、ケガなどの身体的事由や大きな荷物

の運搬など特別なケースについては、1 週間前までに学生支援課へ相談のうえ、申請手続きをすることで

許可される場合があります。 

 

以上７点を挙げさせていただきましたが、この他にもさまざまな問題が身近で起こっています。学生生

活の中で不安を感じたり、疑問に感じることがある場合には、すぐに学生支援課までご相談ください。 

本学では、クラス担任・学生主任などの指導教員に加え、学生支援課職員がいつでも学生の相談に応じ

ています。また、臨床心理士によるカウンセリングを紹介することもできます。安心・安全な学生生活や

学修環境を守っていくために、保証人の皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。 

※1～7については、『学生生活ガイド』にも詳細が記載されております。そちらもご一読ください。 

 

●学生支援センター 学生支援課・学生相談室（大学教育棟 2014  4 階） 

平日 ８：３０～１７：００   

TEL：０４２－７３９－８９０４  E-mail：sas@tamagawa.ac.jp（学生相談室 予約専用） 


